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（自 2021年６月１日　至 2022年５月31日）

法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記の事項につきましては、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://gamewith.co.jp/ir）に掲載することにより、株主の
皆様に提供しております。

第９回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

株式会社GameWith



区 分 第 ５ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2017年１月18日

新 株 予 約 権 の 数 5,400個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 540,000株
（注）３，４

(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 16,000円
（注）３，４

(１株当たり　160円)

権 利 行 使 期 間 2019年１月19日から
2026年11月９日まで

行 使 の 条 件 （注）１,2

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 150個
目的となる株式数 15,000株
保有者数 1名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１. 第５回新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
（１）新株予約権者が当社の取締役、執行役員、監査役または使用人のいずれでもなくなった場合、権利

行使ができない。
（２）新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。
（３）当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるまでの間、権利行使ができない。
（４）新株予約権者が当社の懲戒規定に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した

場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には権利行
使ができない。
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調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

既 発 行
株 式 数 ＋

新 規 発 行
株 式 数 × １ 株 あ た り

払 込 金 額
調 整 後
行 使 価 額 ＝ 調 整 前

行 使 価 額 × 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

（５）新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額は、金
1,200万円を超えてはならない。

（６）当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを決定した場合、（１）乃至（５）にかか
わらず、新株予約権者は、その保有するすべての新株予約権につきこれを行使することができる。
なお、「支配権移転事由」とは、(ⅰ)または一連の取引による他の事業体による当社の買収（合
併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持した
まま行われる取引を含まない。）であって、当社の当該取引の直前における株主が、当該取引の直
後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合（ただし、主として資
金調達を目的として当社が株式を発行する場合は支配権移転事由に該当しない。）、または(ⅱ) 当
社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいう。

（７）その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定
めるところによる。

2. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 次により決定される1株あたりの払込金額
（以下、「行使価額」という。）に、 付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権
を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）における東京証券取引
所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額 (１円未満の端数は切り上げ）とする。
ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取
引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が
株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数
は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換
による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の
端数は切り上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通
株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合
には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額
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の調整を行うことができるものとする。
3. 2017年３月15日開催の取締役会により、2017年４月１日付で１株を50株の割合で株式分割を行っ

ております。これにより、第５回新株予約権の「目的となる株式の数」及び「行使に際して出資され
る財産の価額」が調整されております。

4. 2018年１月10日開催の取締役会により、2018年２月１日付で１株を２株の割合で株式分割を行っ
ております。これにより、第５回新株予約権の「目的となる株式の数」及び「行使に際して出資され
る財産の価額」が調整されております。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権等に関する重要な状況
　2019年１月９日開催の取締役会決議に基づく達成条件付きの第７回新株予約権は、行使条件

を満たさないことが確定したことにより消滅いたしました。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
　当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の
業務の適正を確保するための体制について、以下の体制を整備しております。

⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社の「内部統制システムに関する基本方針」において、法令及び定款、社内規程の遵守を
基本的な行動規範として定めており、全社にポータルサイトを通じて周知・徹底しておりま
す。

②代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施し、当該結果を代表取締役社長に適宜報
告します。

③コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コン
プライアンス体制の構築・維持にあたっております。
④コンプライアンスに関する教育・研修を定期開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を
図っております。

⑤「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報制度を整備・運用しております。
⑥反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する方
針です。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①「文書管理規程」その他の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁
的媒体に記録し、「文書管理規程」に定められた期間の保存・管理を行うものとしておりま
す。なお、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとしております。

②「情報セキュリティポリシー」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化
し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施しております。
③個人情報につきましては「個人情報等管理規程」に基づき、厳重に管理しております。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組
織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築しております。
②コンプライアンス委員会にて、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化
を図っております。

－ 4 －



③危機発生時には対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して
適切かつ迅速に対処するものとしております。

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達成に向けて実施すべき具体的
な目標及び施策を定めるものとしております。当該計画の達成に向けて、月次で予算管理を
行い、計画の進捗状況を評価する主要な指標については、経営会議にて情報共有を行ってお
ります。

②「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務、権限並
びに責任の明確化を図っております。

⑸ 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規
程」を定め、これに従って当社は子会社の業務を指導・支援しております。

②子会社の損失の危険の管理及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するため、子会社に対して原則として当社から役員を派遣し、グループ全体のガバナンス強
化を図り、経営のモニタリングを行っております。

③子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子
会社の業務活動全般も内部監査室による内部監査の対象としております。内部監査室は「内
部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の
妥当性などにつき、定期的に内部監査を実施しております。

⑹ 財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うための体制
当社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制制度に適切に対応するため、財務報
告に係る内部統制システムの構築及び継続的な運用を行います。また、評価の結果、不備があ
れば適宜是正措置を講じることで財務報告の信頼性を確保しております。

⑺ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監
査業務の補助に当たらせております。
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②監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けな
いものとしております。

③当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとしております。

⑻ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役及び使用人は、法令及び定款違反並びに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知っ
た場合には、遅滞なく監査役に報告するものとしております。また、監査役は、内部監査を
担当する内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、監査の実効性確保を図っております。

②監査役は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、取締役会及び使用人から職務
執行状況の報告を求めることができます。

③取締役会及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、
速やかに報告することになっております。

⑼ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動を
とるものとし、一切の関係を遮断します。

②反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「反社会的勢力排除規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求が発生した場合
には、法務部を主管部署とし、毅然とした態度で臨むとともに、必要に応じて外部専門機関
との連携を行います。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況
　取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正
を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。

⑴ 内部統制システム全般
当社の内部統制システム全般の整備・運用状況につき、内部監査室がモニタリングし、改善
を進めております。

⑵ コンプライアンス
当社は使用人に対し、必要なコンプライアンスについて、社内研修による教育等を行い、法
令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「公益通報者
保護規程」により相談・通報体制を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めてお
ります。

⑶ リスク管理体制
コンプライアンス委員会において、当社各部門から報告されたリスクのレビューを実施して
全社的な情報共有に努めたほか、当該リスクの管理状況について報告いたしました。

⑷ 内部監査
内部監査計画に基づき、内部監査を実施いたしました。
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( 2021年 6 月 1 日から
2022年 5 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 549,625 548,624 2,249,481 △200,107 3,147,623

当連結会計年度変動額

新株の発行(新株予約権
の 行 使 ) 1,600 1,600 3,200

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 118,578 118,578

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計 1,600 1,600 118,578 － 121,778

当連結会計年度末残高 551,225 550,224 2,368,059 △200,107 3,269,401

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 445 445 3,004 3,151,072

当連結会計年度変動額

新株の発行(新株予約権
の 行 使 ) 3,200

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 118,578

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 4,673 4,673 △3,004 1,669

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計 4,673 4,673 △3,004 123,448

当連結会計年度末残高 5,118 5,118 － 3,274,520

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数 4社
・連結子会社の名称 株式会社アットウィキ

株式会社GameWith NFT
株式会社GameWith Contents Studio
株式会社DetonatioN

当連結会計年度において、新たに設立した株式会社GameWith NFT及び株式会社GameWith 
Contents Studio並びに株式取得により子会社化した株式会社DetonatioNを連結の範囲に含めてお
ります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用関連会社の数 １社
・持分法適用の関連会社の名称 GameWith ARTERIA株式会社

当連結会計年度において、合弁会社として新たに設立したGameWith ARTERIA株式会社を持分
法適用の関連会社に含めております。

②　持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業年度に係
る計算書類を使用しております。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品
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取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算日を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 当社及び連結子会社は定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以後に取得
した建物附属設備は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　６年
工具、器具及び備品　３年～15年

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

④ 重要な引当金の計上基準
ａ. 貸倒引当金 売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

ｂ. 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計
年度に負担すべき額を計上しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
　　のれんの償却 20年以内のその効果が発現すると見積もられる期間にわたり均等償却す

ることとしております。

⑥ 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月26日）を適用しております。当社に
おける売上収益は、ゲーム情報メディア「GameWith」等の運営・管理を行うメディア事業からなり、
主にゲーム攻略、ゲーム紹介、動画配信等により構成されております。

ゲーム攻略は、有料攻略サイト運用及びネットワーク広告により収益を計上しております。
有料攻略サイト運用につきましては、ゲームの攻略情報に関する記事を当社メディア上に提供する事業

として展開しており、主に掲載する契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識
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しております。ネットワーク広告につきましては、当社メディアを媒体とする広告枠による広告配信を行
っており、広告がウェブサイト閲覧者のブラウザ上に表示された時点、もしくはウェブサイト閲覧者がバ
ナーをクリックした時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

ゲーム紹介は、新たにゲームを始めるきっかけ作りのためゲームの紹介情報の提供を行っており、紹介
記事の作成、掲載及びタイアップ広告等により収益を計上しております。紹介記事の作成、掲載につきま
しては記事の掲載時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。タイアップ広
告につきましては、主に掲載する契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識し
ております。

動画配信は、ゲーム実況動画の配信や攻略情報の配信等、動画ならではのコンテンツの企画・運営を行
っており、主に動画広告により収益を計上しております。動画広告は、広告が動画視聴者に表示された時
点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等の適用による損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金及び契約資産」に、「流動負債」の「その他」に含
めて表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価
算定会計基準の適用による連結計算書類に与える影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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3. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会
計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　繰延税金資産の回収可能性

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産　98,561千円

⑵ 連結計算書類の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　当社グループは、連結貸借対照表上の資産・負債の計上額と課税所得の計算上の資産・負債との一
時差異に関して法定実効税率を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。また、繰
延税金資産の回収可能性を評価するに際しては、将来の課税所得の発生時期及び金額を検討し、合理
的に見積っております。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　課税所得の見積りは翌連結会計年度以降の予算及び中期経営計画を基礎としており、当該中期経営
計画等の主要な仮定は当社メディア上のネットワーク広告におけるページビュー数及び広告単価の予
測、タイアップ広告の受注金額の予測となります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定である将来のページビュー数、広告単価や受注金額は経済状況及び市場環境の影響を受
けることから、実際の業績は計画と乖離する可能性があり、将来の課税所得が予想を下回った場合
は、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

　株式会社DetonatioNののれんの評価
⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　237,389千円
※当該のれんは連結子会社である株式会社DetonatioNの子会社化により発生したものでありま

す。

⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　当該のれんは取得による企業結合において支配獲得時以後の事業展開によって期待される超過収益
力に関連して発生しており、その効果の発現する期間を見積り、その期間で均等償却しております。
　また、毎期、事業環境の変化や業績の悪化などに基づいて減損の兆候の判定を行い、減損の兆候が
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売掛金及び契約資産 129千円

当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
当 期 増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式 18,295,900 20,000 － 18,315,900

新株予約権の行使 20,000株

あると認められる場合、将来キャッシュ・フローに基づいて減損損失の認識の要否を判定しておりま
す。減損の兆候には、継続的な営業赤字、経営環境の著しい悪化、事業計画との乖離等が含まれま
す。
　なお、当社は当連結会計年度において当該のれんに減損の兆候は認められないと判断しておりま
す。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　減損の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積りは、株式会社DetonatioNの業績や事業計画
を基礎として見積もられており、当該事業計画は将来のスポンサー増加及び事業拡大を主要な仮定と
しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　将来において当初想定した収益が見込めなくなり、減損の必要性を認識した場合には、当該連結会
計年度においてのれんの減損処理を行う可能性があります。

4. 会計上の見積りの変更に関する注記
（耐用年数の変更）

当社は、当連結会計年度において、一部事務所の退去を決定したため、退去後利用見込みのない固定資
産について、耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。

なお、この変更による、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は
軽微であります。

５. 連結貸借対照表に関する注記
資産から直接控除した貸倒引当金

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

（注）増加数の内訳は次のとおりです。
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普通株式 155,000株

⑵ 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、資金調達は資金使途・目的に応

じて金融市場環境や金利動向等を総合的に勘案し、その時点で最適と思われる調達方法を検討することと
しております。また、デリバティブ取引については行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券及び関係会社株式は主に株式及び組合等出資金等であり、純投資目的及び事業推進目的で

保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒されております。
敷金は、賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金は、１年以内の支払期日となっており、流動性リスクに晒されておりま

す。
長期借入金は、手元資金を厚くすることを目的として調達したものであり、このうち一部は変動金利で

あるため、金利の変動リスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

ａ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、財務経理部にて取引先毎に残高を管理す

るとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の軽減を図っております。
ｂ. 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

長期借入金のうち、固定金利によるものについては、金利の変動リスクには晒されておりません。変
動金利によるものについては、金利の変動リスクを回避するため金利の状況を把握し、継続的な見直し
を行っております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況
を継続的に見直しております。

ｃ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リ

スクを管理しております。
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連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

敷金 81,987 81,955 31

資産計 81,987 81,955 31

長期借入金（※１） 926,426 924,241 △2,184

負債計 926,426 924,241 △2,184

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 43,010

組合出資金 146,998

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 3,558,465 － － －

売掛金 405,783 － － －

敷金 － 81,987

合計 3,964,249 81,987 － －

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2022年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（※３参照）。

（単位：千円）

（※１）１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
（※２）「現金及び預金」「売掛金」「未収消費税等」「買掛金」「未払金」については、短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（※３）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。

（単位：千円）

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）
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１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 328,404 294,704 260,004 43,314 － －

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 81,955 － 81,955

資産計 － 81,955 － 81,955

長期借入金 － 924,241 － 924,241

負債計 － 924,241 － 924,241

２．長期借入金の返済予定表
（単位：千円）

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。

　　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金
返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債等の適切な指標に基づく利率で割
り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 16 －



当連結会計年度

ゲーム攻略 1,682,003

ゲーム紹介 825,116

動画配信 212,053

その他 401,572

顧客との契約から生じる収益 3,120,745

当連結会計年度期首 当連結会計年度期末
顧客との契約から生じた債権 334,583 405,783
契約資産 49,484 40,801
契約負債 451 75,436

長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社グループ
の信用状態が実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えら
れるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の
新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の
時価に分類しております。

８. 収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2)　収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関

する注記等　(4)会計方針に関する事項　⑥重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分し

た取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
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１株当たり純資産額 181円27銭
１株当たり当期純利益 6円57銭

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11. 企業結合等に関する注記
（取得による企業結合）

(1）企業結合の概要
①　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　株式会社DetonatioN
事業の内容　　　　プロeスポーツチーム「DetonatioN Gaming」の運営

②　企業結合を行った主な理由
当社の動画配信に強みを持つeスポーツ事業と株式会社DetonatioNの競技シーンにおけるプロeスポ

ーツチームの運営等を組み合わせることで、拡大が期待されるeスポーツ市場において事業成長を加速
させることが可能となることから、当社グループの企業価値向上に資するものと判断したためでありま
す。

③　企業結合日
2021年10月31日

④　企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

⑤　結合後企業の名称
名称に変更はありません。

⑥　取得した議決権比率
59.82%

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

(2）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年11月１日から2022年５月31日まで
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取得の対価　　　　　　現金　　　　　　　251,250千円

取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　251,250千円

(3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

(4）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　1,379千円

(5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①　発生したのれんの金額

268,570千円
②　発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったため、その差額をのれんとして計上しております。
③　償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却
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( 2021年 ６ 月 1 日から
2022年 ５ 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 549,625 548,624 548,624 2,237,906 2,237,906 △200,107 3,136,048

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 1,600 1,600 1,600 3,200

当 期 純 利 益 112,300 112,300 112,300

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 1,600 1,600 1,600 112,300 112,300 － 115,500

当 期 末 残 高 551,225 550,224 550,224 2,350,207 2,350,207 △200,107 3,251,549

評価・換算差額等
新株予約権 純資産

合　計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 445 445 3,004 3,139,497

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 3,200

当 期 純 利 益 112,300

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 4,673 4,673 △3,004 1,669

当 期 変 動 額 合 計 4,673 4,673 △3,004 117,170

当 期 末 残 高 5,118 5,118 － 3,256,668

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　関係会社株式 移動平均法による原価法
　　　その他有価証券

　　・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算日を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 建物（建物附属設備は除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物

附属設備は定額法、その他は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ６年
工具、器具及び備品 ３年～15年

⑶　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

⑷　引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年
度の負担額を計上しております。

⑸　重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日)を適用しております。なお、顧客
との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「連結注記表　１．連結計算書類
の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針に関する事項　⑥重要な収益及び費
用の計上基準」と同一の内容になるため、詳細は省略しています。
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2. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等の適用による損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に、「流動負債」の「その他」に含めて表示して
いた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定
会計基準の適用による計算書類に与える影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る
計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　繰延税金資産の回収可能性

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産　49,122千円

⑵　計算書類の理解に資するその他の情報
連結注記表に記載のため、記載を省略しております。

　関係会社株式（株式会社DetonatioN）の評価
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　251,250千円
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売掛金及び契約資産 115千円

短期金銭債権 20,347千円
短期金銭債務 53,054千円

⑵　計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

関係会社株式については取得価額をもって貸借対照表価額としております。関係会社株式の評価
は、超過収益力を反映した実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定してお
ります。実質価額が著しく低下した場合には回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除
いて、株式の評価損を計上しています。

なお、当社は当事業年度の株式会社DetonatioN株式の評価損の認識の要否判定の結果、評価損の
認識は不要と判断しております。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
実質価額の著しい低下の有無の判定で必要な将来の業績見積りは、株式会社DetonatioNの業績や

事業計画を基礎として見積もられており、当該事業計画は将来のスポンサー増加及び事業拡大を主要
な仮定としております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
将来において当初想定した収益が見込めなくなり、超過収益力が毀損したと判断した場合には、当

該事業年度の計算書類において関係会社株式評価損が計上される可能性があります。

4. 会計上の見積りの変更に関する注記
（耐用年数の変更）

当社は、当事業年度において、一部事務所の退去を決定したため、退去後利用見込みのない固定資産につ
いて、耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。

なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微で
あります。

５. 貸借対照表に関する注記
⑴ 資産から直接控除した貸倒引当金

⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

－ 23 －



営業取引による取引高
　売上高 250千円
　仕入高 243,303千円
営業取引以外の取引による取引高 13,246千円

当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
当 期 増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普通株式 251,235 － － 251,235

繰延税金資産
未払事業所税 1,154千円
賞与引当金 19,140 〃
資産除去債務 8,475 〃
投資有価証券評価損 9,270 〃
繰越欠損金 16,309 〃
関係会社株式 14,336 〃
その他 25,397 〃

繰延税金資産小計 94,085千円
評価性引当額 △35,995千円
繰延税金資産合計 58,089千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 6,707千円
その他 2,259 〃

繰延税金負債合計 8,967千円
繰延税金資産純額 49,122千円

６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

（単位：株）

８. 税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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１年内 53,470千円
１年超 1,320 〃

合計 54,791千円

種 類 会 社 等 の 名 称
ま た は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 株式会社
アットウィキ

所有直接
100％

業務委託料
の受け取り
役員の兼任

業務委託料の受
け取り（注１） 6,007 未収入金 550

子会社
株 式 会 社
GameWith 
Contents 
Studio

所有直接
100％

役員の兼任
業務委託料
の支払い
資金の貸付

資金の貸付
（注２） 100,000 関係会社

短期貸付金 100,000

利息 の 受取 り
（注２） 150 － －

業務委託料の支
払い（注３） 242,603 買掛金 53,054

子会社 株 式 会 社
DetonatioN

所有直接
59.82％

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注２） 110,000

1年内回収
予定の関係
会社長期貸

付金
26,400

関係会社
長期貸付金 73,400

利息 の 受取 り
（注２） 144 － －

９. リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

10. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び主要株主等

（単位：千円）

（注）１．業務委託料は、受託業務の対価として請求しており、人件費等を勘案し合理的に決定しております。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３．業務委託料は、委託業務の対価として支払いをしており、人件費等を勘案し合理的に決定しておりま

す。

11. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(5)　重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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１株当たり純資産額 180円28銭
１株当たり当期純利益 6円22銭

12. １株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

14. 企業結合等に関する注記
連結計算書類「連結注記表　11.企業結合等に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。
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